
62 文化財と著作権

参考資料

発掘調査に関する協定書の著作権・ 
電子データに関する部分の抜粋

事例1

（成果の公開）

第22条　乙が刊行された報告書の内容について電子化し公開することを、甲、丙は承諾するもの

とする。

事例2

（出土品の取り扱い）

第 8 条　文化財活用のため、発掘された出土品及び発掘調査成果品等に関する権利は、乙が有す

るとする。

2 　甲及び丙は、出土品についての権利を放棄するものとする。

3 　丙は、業務が完了したときには成果品として、出土品、発掘調査を記録した図面・写真類及

び発掘調査報告書を乙に提出し、著作権等の法律的権利を放棄するものとする。

事例3（仕様書）

7. 調査成果品
（ 6 ）その他

著作権及び調査で必要に応じて作成したものは、〇〇教育委員会に帰属するものとする。

事例4

（出土品の取り扱い）

第 6 条　発掘された出土品の処置は、法令の定めるところにより措置を講じ、文化財活用のため、

乙が権利を有するものとする。

2 　丙は、業務が完了したときは、発掘調査報告書を甲、乙に提出し、発掘調査を記録した図面・
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写真類及び著作権等の法律的権利を放棄し、乙がその権利を有するものとする。

 

事例5

○○遺跡調査に関する協定書

東京都教育委員会（以下「甲」という）、事業局（以下「乙」という）と〇市教育委員会（以下「丙」と

いう）及び、△遺跡調査会（以下「丁」という）は遺跡調査完了後の事務事業の処理に関し、次の

とおり、協定を締結する。

（出土品及び調査資料の取り扱い）

第 1 条　丁は遺跡調査の完了後、甲の指示により、出土品遺物については（指定場所 1 ）及び調査

資料については（指定場所 2 ）へ搬入し、丙はこれを保管するとともに、これを活用することがで

きるものとする。

（調査報告書の取り扱い）

第 2 条　丁の作成した発掘調査報告書に関する事例は甲が処理するものとし、丁は調査報告書を

甲に引き継ぐものとする。

（業務関係文書の取り扱い）

第 3 条　丁が会務の執行にあたって調整した会計帳票その他の業務関係文書等は、乙が引継ぐも

のとし、乙がこれを保管する。

（その他定めのない事項）

代表取締役 4 条　この協定の解釈について疑義を生じた事項、又はこの協定に定めのない事項に

ついては、甲、乙、丙が協議して定めるものとする。

この協定の成立を証するため協定書 4 通を作成し、甲、乙、丙及び丁はそれぞれ記名押印のうえ

各自 1 通を保管する。

日付・記名・押印
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